
第23回定例公安委員会開催概要

開催年月日：令和５年６月21日（水）9:30～11:00

出 席 者 ○ 公安委員会…古澤利通委員長、蓬田勝美委員、佐藤千鶴子委員

○ 警 察 本 部…警察本部長、警務部長、生活安全部長、地域部長、刑事部長、
交通部長、警備部長、情報通信部長、首席監察官ほか

１ 報告事項

(1) 闇バイトに関わらないための啓発動画の募集について

生活安全部長から、若者らが闇バイトに関わらないよう、青少年を始めとした幅広い世代に対
する広報啓発を図るため、７月３日から10月21日までの間、映像関連の学科を設置する県内の専

門学校に在籍する学生を対象に、「闇バイトに関わらないための啓発動画」を募集し、11月上旬

に警察本部において審査を実施することについて報告があった。
委員から「学生や未成年者に当事者意識を持ってもらうことが重要であり、様々な媒体を活用

した広報啓発活動を徹底し、若者が闇バイトに巻き込まれないような対策を推進していただきた

い。」との意見があった。
(2) 令和５年銃砲の全国一斉検査の実施結果について

生活安全部長から、銃砲刀剣類所持等取締法第13条の規定に基づく検査を全国一斉に実

施し、公安委員会の許可に係る銃砲による事件・事故の防止等を図るため、本県内では１
月10日から４月30日までの間に33か所で47回実施し、4,590丁の銃砲を検査した結果について報

告があった。

委員から「引き続き、銃砲所持者に対して銃砲等の保管管理の徹底を指導するとともに、検査
を通じて不適格要素の把握に努めるなど、事件・事故の未然防止に万全を期していただきたい。」

との意見があった。

２ 決裁事項

(1) 意見の聴取の開催について

交通聴聞官から、本日開催した意見の聴取に係る運転免許取消し処分対象者の処分事由及び聴
取結果について報告を受け、審議の上、８人に対する処分を決定した。

(2) 聴聞の開催について
交通聴聞官から、本日開催した聴聞に係る運転免許取消し処分者の処分事由及び聴取結果につ

いて報告を受け、審議の上、４人に対する処分を決定した。

(3) 意見の聴取、聴聞の日時決定について

交通聴聞官から、７月12日午前８時30分から運転免許取消し処分対象者９人に対する意見の聴
取を、同日午前９時00分から運転免許取消し処分対象者６人に対する聴聞を、それぞれ運転免許

管理課において開催することについて報告を受け、これを了承した

(4) 公安条例に係る申請の受理について
警備第二課長から、６月13日付で受理した公安条例にかかる示威運動許可申請について報告を

受け、これを了承した。

(5) 公安条例に係る申請の受理について
警備第二課長から、５月31日付で受理した公安条例にかかる示威運動許可申請について報告を

受け、これを了承した。

(6) 宇都宮東警察署協議会委員の辞職及び新委員の委嘱（案)について

公安委員会補佐室員から、宇都宮東警察署協議会員１人の辞職及び新委員１人の委嘱について

報告を受け、審議の上、これを了承した。
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